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川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の一部を改正する条例 改正概要 

 

 

１ 条例の趣旨 

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第55号）」による「宅地造成等規制法」の一部改正（令和４年５月27日公布、令和５年５月26

日施行）に伴い、「川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例（以下「基準条例」という。）」において、所要の整備を行う。 

 

 

２ 基準条例の概要 

  基準条例は、都市計画法の条例委任規定に基づき、道路の幅員や公園の面積に関する制限の強化や建築物の敷地面積の最低限度に関する制限の付加な

ど、地域特性に応じた開発許可の基準を定めている。 

  市街化区域では、基準条例第４条において、各用途地域に定められている建築物の容積率や宅地造成等規制法に基づき指定している宅地造成工事規制

区域の内外に応じて、敷地面積の最低限度を定めている。 

 

表１ 基準条例第４条による建築物の敷地面積の最低限度の規制内容 

開発許可の基準である建築物の敷地面積の最低限度の制限 

区域 
予定される建築物

の用途 
敷地面積の最低限度 

市街化区域のうち、 

容積率60％又は容積率80％ 
住宅 125㎡ 

上記以外の市街化区域のうち、 

容積率100％又は 

宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）

第３条第１項に規定する宅地造成工事規制

区域に指定されている区域 

住宅 100㎡ 

その他の市街化区域 住宅 70㎡ 
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３ 基準条例の改正内容 

  従来、住宅の建築を伴う開発許可の基準として、敷地面積の最低限度を定めており、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域内では、これを

100㎡と規定することで、優良な宅地水準を確保している。今般、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ法律名称含めて抜本的に

改正され、新しい宅地造成等工事規制区域の指定を予定しており、引き続き基準条例による制限の内容を維持するために、所要の整備を行う。 

 

表２ 基準条例第４条による建築物の敷地面積の最低限度の新旧対照（改正箇所抜粋） 

 

４ 施行期日 

  令和７年４月１日から施行する。 

改正前  改正後 

宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第３条第１項に規定す

る宅地造成工事規制区域に指定されている区域 

 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第55号）

の施行の際現に同法による改正前の宅地造成等規制法（昭和36年

法律第191号）第３条第１項に規定する宅地造成工事規制区域に指

定されている区域 

敷地面積の最低限度：100㎡  敷地面積の最低限度：100㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準条例による制限のイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準条例による制限のイメージ 

盛土規制法の 

宅地造成等工事規制区域 

（市域全域） 

改正前の宅地造成等規制法の 

宅地造成工事規制区域 

⇒敷地面積の最低限度：100㎡ 

宅地造成等規制法の 

宅地造成工事規制区域 

⇒敷地面積の最低限度：100㎡ 

容積率60％又は 

容積率80％ 

⇒敷地面積の最低限度：125㎡ 

その他の用途地域 

⇒敷地面積の最低限度：70㎡ 

その他の用途地域 

⇒敷地面積の最低限度：70㎡ 

容積率60％又は 

容積率80％ 

⇒敷地面積の最低限度：125㎡ 
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川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例 ○川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例 

平成15年７月４日条例第27号 平成15年７月４日条例第27号

（敷地面積の最低限度） （敷地面積の最低限度） 

第４条 法第33条第４項の規定による区域及び予定される建築物の用途に応

じた敷地面積の最低限度は、次のとおりとする。 

第４条 法第33条第４項の規定による区域及び予定される建築物の用途に応

じた敷地面積の最低限度は、次のとおりとする。 

 

区域 
予定される建築物の

用途 

敷地面積の最低限度 

（単位 平方メート

ル） 

  

区域 
予定される建築物の

用途 

敷地面積の最低限度 

（単位 平方メート

ル） 

 

 市街化区域のうち法第８

条第３項第２号イの規定

により建築物の容積率が

10分の６又は10分の８と

定められた区域 

住宅 125   市街化区域のうち法第８

条第３項第２号イの規定

により建築物の容積率が

10分の６又は10分の８と

定められた区域 

住宅 125  

 上記以外の市街化区域の

うち、法第８条第３項第

２号イの規定により建築

物の容積率が10分の10と

定められた区域又は宅地

造成等規制法の一部を改

正する法律（令和４年法

律第55号）の施行の際現

に同法による改正前の宅

地造成等規制法（昭和36

年法律第191号）第３条第

１項に規定する宅地造成

工事規制区域に指定され

住宅 100   上記以外の市街化区域の

うち、法第８条第３項第

２号イの規定により建築

物の容積率が10分の10と

定められた区域又は宅地

造成等規制法（昭和36年

法律第191号）第３条第１

項に規定する宅地造成工

事規制区域に指定されて

いる区域 

住宅 100  
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改正後 改正前 

ている区域 

 その他の市街化区域 住宅 70   その他の市街化区域 住宅 70  

２ 予定される建築物の敷地が前項に規定する区域の内外にわたる場合にお

ける同項の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属すると

きには、その敷地の全部について同項の規定を適用し、その敷地の過半が

当該区域の外に属するときには、その敷地の全部について同項の規定を適

用しない。 

２ 予定される建築物の敷地が前項に規定する区域の内外にわたる場合にお

ける同項の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属すると

きには、その敷地の全部について同項の規定を適用し、その敷地の過半が

当該区域の外に属するときには、その敷地の全部について同項の規定を適

用しない。 

３ 予定される建築物の敷地が第１項に規定する区域の２以上にわたる場合

における同項の規定の適用については、その敷地の全部について、その敷

地の過半の属する区域に係る同項の規定を適用する。 

３ 予定される建築物の敷地が第１項に規定する区域の２以上にわたる場合

における同項の規定の適用については、その敷地の全部について、その敷

地の過半の属する区域に係る同項の規定を適用する。 
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〇宅地造成等規制法　新旧対照表
参考資料

改

正

後

改

正

前
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